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表紙*電子提供措置用*

（証券コード　3622）

定時株主総会
招 集 ご 通 知

第27回

　

第１号議案 取締役(監査等委員である
取締役を除く)６名選任の
件

第２号議案 監査等委員である取締役
３名選任の件

ネットイヤーグループ株式会社

日時
2026年６月23日（火曜日）午前10時
 (受付開始　午前９時30分)

場所
東京都中央区銀座二丁目15番２号
KR GinzaⅡ
当社地下１階セミナールーム

決議事項

　

事前に郵送・インターネットによる議決権行使の
ご活用をご検討ください。
本総会の運営につき、大きな変更が生じる場合
は、当社ウェブサイトにてお知らせさせていただ
きます。
https://www.netyear.net/ir/

議決権行使期限
インターネット
2026年６月22日（月曜日）午後６時送信分まで
書面（郵送）
2026年６月22日（月曜日）午後６時到着分まで

ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
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招集ご通知

ビジネスの未来をデジタルで創る、
ビジネスの未来をユーザーと創る。

生成AIを活用して未来の社会を創造する。
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招集ご通知

証券コード　3622
2026年６月１日

（電子提供措置の開始日2026年５月29日）
東 京 都 中 央 区 銀 座 二 丁 目 1 5 番 ２ 号
ネットイヤーグループ株式会社
代 表 取 締 役 社 長  C E O   廣󠄁 中  龍 蔵

 https://www.netyear.net/ir/library.html

 https://d.sokai.jp/3622/teiji/

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

株主の皆様へ

第27回　定時株主総会招集ご通知
株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、第27回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。なお、当日のご出席に代え
て、書面（郵送）又はインターネットによって議決権を行使することができますので、株主総
会参考書類をご検討いただき、2026年６月22日（月曜日）午後６時までに議決権を行使して
くださいますようお願い申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）
について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載してお
りますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申し上
げます。

【当社ウェブサイト】

【株式会社プロネクサス保管掲載サービスウェブサイト】

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

（上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ネット
イヤーグループ」又は「コード」に当社証券コード「3622」を入力・検索し、「基本情
報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主
総会資料」欄よりご確認ください。）
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招集ご通知

1.日　　時 2026年６月23日（火曜日） 午前10時 (受付開始 午前９時30分)
2.場　　所 東京都中央区銀座二丁目15番２号（KR GinzaⅡ）

ネットイヤーグループ株式会社 地下１階 セミナールーム
3.目的事項

報告事項 第27期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告及び計算書
類報告の件

決議事項 第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
（７頁をご参照ください）

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
（15頁をご参照ください）

以　上
　本招集通知の内容は、早期に情報を提供する観点から、発送に先立って当社ウェブサイトに
掲載いたしました。電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁インターネット上の当社ウェ
ブサイト、株式会社プロネクサス保管掲載サービスウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイ
トに、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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議決権行使のご案内

株主総会にご出席の株主様 株主総会にご出席されない株主様

総会受付に提出

ご来場時に、本招集通知と
あわせてお送りする議決権
行使書用紙を会場受付に提
出してください。

行使日

2026年６月23日(火曜日)

午前10時

　

郵送による議決権行使

本招集通知とあわせてお送
りする議決権行使書用紙に
議案の賛否をご記入の上、
行使期限までに到着するよ
うに郵送してください。

行使期限

2026年６月22日(月曜日)

午後６時到着分まで
　

インターネットによる
議決権行使

次頁記載の「インターネッ
トによる議決権行使につい
て」に従い、議決権を行使
してください。

行使期限

2026年６月22日(月曜日)

午後６時送信分まで

議決権行使のご案内
当社株主総会における議決権行使には次の方法がございます。

株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
当日ご出席の場合、郵送やインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

　書面(郵送)により議決権を行使された場合、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表
示があったものとしてお取り扱いいたします。
　書面(郵送)とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによ
る議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
　インターネットによって複数回数、議決権を行使された場合、最後に行使された内容を有効と
させていただきます。
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インターネットによる議決権行使について

スマートフォンをご利用の方
本招集通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙右下に記載された「スマートフォン用
議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行
使コード」及び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトか
ら議決権を行使できます。
なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを
読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力い
ただく必要があります。

パソコンをご利用の方
議決権行使ウェブサイトアドレスにアクセスいただき、本招集通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用にな
り、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイト　https://www.web54.net/

インターネットによる議決権行使について

インターネットによる議決権行使は、2026年６月22日（月曜日）午後６時までとなっておりま
す。お早めの行使をお願いいたします。

(1) インターネット接続料金、パケット通信料その他料金等は、株主様のご負担となります。
(2) パソコンやスマートフォンのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できな

い場合があります。
(3) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印

鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
(4) パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の

場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
(5) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。
(6) 議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
［電話］0120（652）031（受付時間 午前９:00～午後９:00）
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配当方針及び配当の状況について

■配当の方針
当社は、継続的な企業価値の向上と安定的な利益還元を重要課題と認識しており、配当政
策につきましては、経営体質の強化や収益の拡大に向けた事業投資や人材開発等に必要な
内部留保を確保しつつ、当期純利益に対する配当性向20%程度を目安として配当額を決定
することを基本方針としております。

■配当の状況
当事業年度の期末配当金につきましては、上記の基本方針及び業績等の勘案に加え、東京
証券取引所グロース市場からスタンダード市場へ市場区分が変更されたことを記念し、１
株当たり普通配当6.00円、記念配当1.00円の合計7.00円とさせていただきます。効力発生
日は、2026年６月24日でございます。

※ご参考※

第23期 第24期 第25期 第26期 第27期
１株当たり
年間配当金 3.25円 5.75円 6.00円 6.00円 7.00円

１株当たり年間配当金の推移

株主の皆様へ

配当の方針及び配当の状況について
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取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

候補者
番号 氏　　名 現在の当社における地位

１ 廣󠄁 中 　 龍 蔵 代表取締役社長 CEO 再任
　　

２ 龍 神 　 巧 ― 新任
　　

３ 黒 川 　 大 輔 ― 新任
　

非執行
　　

４ 唐 鎌 　 豊 ― 新任
　

非執行
　　

５ 多 田 　 健 一 ― 新任
　

非執行
　

６ 宮 元 　 万 菜 美 ― 新任
　

非執行
　

社外
　

独立
　

株主総会参考書類
第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
　本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く）６名全員が任期満了とな
ります。つきましては、次のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く）６名の選任をお
願いするものです。
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取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

候補者番号 １
ひ ろ

廣󠄁
 

　
な か

中
 

　
りゅう

龍
 

　
ぞ う

蔵（1964年２月15日生） 再任
　　

略歴、当社における地位及び担当 取締役候補者とした理由
    1990年    4 月 株式会社富士総合研究所 入社
    2001年    4 月 当社 入社
    2005年    5 月 株式会社絵本ナビ 社外取締役
    2007年    3 月 甲南大学大学院社会学研究科非常勤講

師（現任）
    2009年    6 月 株式会社ドッツ 代表取締役
    2013年    6 月 エムケー精工株式会社 社外監査役

（現任）
    2024年    6 月 当社代表取締役社長 CEO（現任）
    2024年    6 月 株式会社ドッツ 会長

廣󠄁中氏は、ビジネスコンサルタント、大学院講師、経
営者など幅広い経験を豊富に持つとともに、経営及び
組織経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており
ます。
これらの経験及び実績を活かして、同氏は当社取締役
として業務執行体制強化、プロジェクト推進及び管理
体制の強化等の職務を適切に遂行し、企業価値向上に
寄与することが期待できると判断し、取締役候補者と
しております。

所有する当社株式数　10,990株
取締役会出席回数　　17／17回（100％）（重要な兼職）

甲南大学大学院社会学研究科非常勤講師
エムケー精工株式会社 社外監査役
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取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

候補者番号 ２
りゅう

龍
 

　
じ ん

神
 

　　
たくみ

巧 （1976年７月29日生） 新任
　　

略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職）
    1999年    4 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

（現株式会社NTTデータ） 入社
    2018年    4 月 同製造ITイノベーション事業本部 部

長
    2019年    4 月 同ITサービス・ペイメント事業本部 

SDDX事業部 マーケティングデザイ
ン統括部長

    2019年    6 月 当社 取締役 就任
    2021年    6 月 当社 取締役 退任
    2021年    7 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

（現株式会社NTTデータ）ITサービ
ス・ペイメント事業本部 SDDX事業
部 サービスデザイン統括部長

    2023年    4 月 同法人コンサルティング＆マーケティ
ング事業本部 部長（法人アセットベ
ースドサービス推進室）

    2023年    6 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・
スミス 取締役（現任）

    2023年    6 月 エス・ビー・システムズ株式会社 取
締役（現任）

    2023年    7 月 株式会社NTTデータ 第二インダスト
リ統括事業本部 流通・小売事業部長

    2024年    6 月 株式会社NTTデータ九州 取締役（現
任）

    2025年    7 月 株式会社NTTデータ第二インダスト
リ事業本部 流通・小売事業部長（現
職）

株式会社NTTデータ 第二インダストリ事業本部 流
通・小売事業部長
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・スミス 取締
役
エス・ビー・システムズ株式会社 取締役
株式会社NTTデータ九州 取締役

取締役候補者とした理由
龍神氏は、流通・不動産・消費財メーカー・生産財メ
ーカー・テレコム・ユーティリティなど多様な業界に
対する豊富なコンサルティング経験を有しておりま
す。サービスデザイン・事業創発の知見を有し、流
通・小売分野の事業統括を所掌しております。これら
の経験及び実績を活かし、当社の事業推進を図るとと
もに、業務執行体制の強化・企業価値向上に寄与する
ことが期待できると判断し、取締役候補者としており
ます。

所有する当社株式数　－株
取締役会出席回数　　－回
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取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

候補者番号 ３
く ろ

黒
 

　
か わ

川
 

　
だ い

大　
すけ

輔 （1979年12月３日生） 新任
　

非執行
　　

略歴、当社における地位及び担当 取締役候補者とした理由
    2002年    4 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

（現株式会社NTTデータ） 入社
    2021年    7 月 同法人・ソリューション事業推進部 

部長
    2022年    7 月 同法人事業推進部 部長
    2025年    1 月 株式会社NTTデータ 法人事業推進部

長 兼 法人事業推進部 企画部長（現
職）

    2025年    6 月 株式会社NTTデータ先端技術 取締役
（現任）

    2025年    6 月 株式会社NTTデータ・ビジネス・シ
ステムズ 取締役（現任）

    2025年    6 月 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマ
サービス株式会社 取締役（現任）

黒川氏は、公共・金融・法人分野における幅広いプロ
ジェクト経験及び、ERP事業の事業開発、プロダクト
マネジメント、並びにコンサルティング等に関する豊
富な経験と知識を有しております。また、NTTデー
タの法人分野において、事業戦略・経営企画部門の統
括として、経営戦略の立案、その実行、グループガバ
ナンス等、スタッフとしての知見も有しております。
これらの経験及び実績を活かし、当社の事業推進を図
るとともに、当社取締役会の意思決定を通じ、企業価
値向上に寄与することが期待できると判断し、取締役
候補者としております。

所有する当社株式数　－株
取締役会出席回数　　－回

（重要な兼職）
株式会社NTTデータ 法人事業推進部長 兼 法人事
業推進部 企画部長
株式会社NTTデータ先端技術 取締役
株式会社NTTデータ・ビジネス・システムズ 取締
役
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式
会社 取締役
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取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

候補者番号 ４
から

唐
 

　
かま

鎌
 

　　
ゆたか

豊 （1978年５月12日生） 新任
　

非執行
　　

略歴、当社における地位及び担当 取締役候補者とした理由
    2002年    4 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

（現株式会社NTTデータ） 入社
    2021年    7 月 同コンサルティング＆ソリューション

事業本部 部長
    2022年    7 月 同法人コンサルティング＆マーケティ

ング事業本部 部長
    2024年    4 月 株式会社NTTデータ コンサルティン

グ事業本部 部長
    2024年    10月 同コンサルティング事業本部 企画部

長（現職）
    2025年    6 月 株式会社NTTデータ・ビズインテグ

ラル 監査役（現任）

唐鎌氏は、クラウド、AI、IoTなど、テクノロジー領
域の豊富な知見を有しています。また、サプライチェ
ーン領域の事業開発、コンサルティングに関する知見
も有しております。また、NTTデータのコンサルテ
ィング領域の企画部門として、部門戦略立案・実行等
を所掌する経験・実績も活かし、当社の事業推進を図
るとともに、当社取締役会の意思決定を通じ、企業価
値向上に寄与することが期待できると判断し、取締役
候補者としております。

所有する当社株式数　－株
取締役会出席回数　　－回

（重要な兼職）
株式会社NTTデータ コンサルティング事業本部 企
画部長
株式会社NTTデータ・ビズインテグラル 監査役
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取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

候補者番号 ５
た

多　
だ

田　
けん

健　
い ち

一 （1978年４月２日生） 新任
　

非執行
　　

略歴、当社における地位及び担当 取締役候補者とした理由
    2004年    4 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

（現株式会社NTTデータ） 入社
    2024年    4 月 株式会社NTTデータ コンサルティン

グ事業本部 部長
    2026年    4 月 同コンサルティング事業本部 コンサ

ルティング事業部 カスタマー＆マー
ケティングユニット長（現職）

多田氏は、マーケティング、グランドデザイン策定、
新規サービス企画等の顧客接点領域の豊富なコンサル
ティング経験・知見を有しております。また、NTT
データ、コンサルティング事業部のカスタマー＆マー
ケティングユニットを所掌しています。これらの経験
及び実績を活かし、当社の事業推進を図るとともに、
当社取締役会の意思決定を通じ、企業価値向上に寄与
することが期待できると判断し、取締役候補者として
おります。

所有する当社株式数　－株
取締役会出席回数　　－回

（重要な兼職）
株式会社NTTデータ コンサルティング事業本部 コ
ンサルティング事業部 カスタマー＆マーケティン
グユニット長
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取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

候補者番号 ６
み や

宮
 

　
も と

元
 

　
ま

万
な

菜
み

美 （1964年６月26日生） 新任
　

非執行
　

社外
　

独立
　　

略歴、当社における地位及び担当
    1987年    4 月 日本電信電話株式会社（現NTT株式

会社） 入社
    1999年    7 月 組織再編によりエヌ・ティ・ティ・コ

ミュニケーションズ株式会社（現
NTTドコモビジネス株式会社）

    2014年    4 月 サイバー大学 IT情報学部 准教授
    2017年    4 月 サイバー大学 IT情報学部 教授
    2017年    4 月 株式会社情報通信総合研究所 転籍
    2020年    4 月 開志専門職大学 情報学部 教授
    2023年    6 月 一般社団法人経営情報学会 副会長

（現任）
    2024年    4 月 大阪経済大学 経営学部 教授（現任）

（重要な兼職）
一般社団法人経営情報学会 副会長
大阪経済大学 経営学部 教授　

社外取締役候補者とした理由及び期待される
役割の概要
宮元氏は、長年にわたり情報通信分野及び経営情報学
における専門的な研究に従事され、高度な学術的知見
を有しております。また、民間企業や研究機関におけ
る実務経験に加え、現在は学会の要職を務めるなど、
ITを活用した経営マネジメントに関する豊富な経験を
有しております。同氏は会社経営に直接関与したこと
はありませんが、これらの専門性と経験を活かし、客
観的な立場から当社の経営組織の監督及び事業戦略へ
の有益な助言をいただくことを期待できると判断し、
社外取締役候補者としております。

所有する当社株式数　－株
取締役会出席回数　　－回
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取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

注）
⒈　各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
⒉　廣󠄁中龍蔵氏は、2001年４月から2009年６月まで当社の使用人であったことがありますが、当社の使用人

でなくなってから17年が経過しております。また、同氏は、株式会社ドッツの代表取締役でありましたが、
2024年６月に同社の代表取締役社長を退任し、株式会社ドッツの会長に就任しております。なお、同氏
は、2026年３月30日付で同社の会長を辞任しております。

⒊　龍神巧氏、黒川大輔氏、唐鎌豊氏及び多田健一氏は、略歴記載のとおり株式会社NTTデータ（当社親会
社）において、過去10年間同社の業務執行者として各役職を歴任しております。また、当社は同社との間に
業務委託等の取引関係があります。

⒋　宮元万菜美氏は、社外取締役候補者であります。同氏が取締役に選任され就任した場合は、当社は同氏を
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

⒌　当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
保険会社との間で締結しております。当該保険契約の概要は、被保険者による職務執行に関して責任を負う
こと又は当該責任の追及に係る損害賠償請求に対し、被保険者及び会社が被る損害（会社訴訟、代表訴訟敗
訴時を含む）をてん補するものです。ただし、被保険者の故意や不法行為に起因する損害についてはてん補
されません。なお、当該保険契約に係る保険料の全額を当社が負担しております。各候補者が取締役に選任
され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また当該保険契約は次回更新時において同内容
での更新を予定しております。

⒍　宮元氏が取締役に選任され就任した場合は、当社は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定により、
同法第423条第１項の賠償責任に関し、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする損害賠償
責任を限定する契約を締結する予定です。

⒎　所有する当社株式数については、当社役員持株会名義で所有する持分株数を含んでおります。
⒏　本議案については、監査等委員会による意見はありません。
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者
番号 氏　　名 本総会後における役職及び担当（予定）

１ 小 池 　 　 藍 社外取締役　監査等委員 再任
　

社外
　

独立
　　

2 井 田 　 章 仁 取締役　監査等委員 新任
　　

3 池 田 　 記 子 社外取締役　監査等委員 新任
　

社外
　

独立
　

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役３名全員が任期満了となります。つきまし
ては、次のとおり、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものです。
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 １
こ

小
 

　
い け

池
 

　
 

　
 

　
あ い

藍 （1985年４月21日生） 再任
　

社外
　

独立
　　

略歴、当社における地位及び担当 社外取締役候補者とした理由及び期待される
役割の概要

    2010年    4 月 株式会社博報堂 入社
    2012年    6 月 アドバンテッジパートナーズ投資事業

有限責任事業組合(現 株式会社アドバ
ンテッジパートナーズ) 入社

    2015年    11月 あすかホールディングス株式会社 入社
    2019年    12月 GO FUND投資事業有限責任事業組

合(現 THE CREATIVE FUND投資事
業有限責任事業組合) 創業 代表パー
トナー（現任）

    2021年    4 月 京都芸術大学芸術学部 専任講師
    2022年    4 月 株式会社ADワークスグループ 社外取

締役 監査等委員
    2023年    10月 NOT A HOTEL DAO株式会社 社外

取締役（現任）
    2024年    1 月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタ

ル協会 理事（現任）
    2025年    5 月 慶応義塾大学大学院経営管理研究科　

特任講師
    2025年    9 月 当社取締役監査等委員（現任）
    2026年    4 月 慶応義塾大学大学院経営管理研究科　

訪問講師（現任）

小池氏は、多様な企業の成長戦略の立案及び実行に深
く関与されており、特に、スタートアップ企業の育成
においては、その豊富な経験及び知識に基づき、経営
戦略の策定から組織運営に至るまで多岐にわたる助言
を行ってこられました。同氏は社外取締役となること
以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませ
んが、これらの経験及び実績を活かし、客観的かつ専
門的な見地から当社の業務執行の適法性及び妥当性を
監査監督いただくとともに、当社のガバナンス強化を
図り、企業価値向上に寄与することが期待できると判
断し、監査等委員である社外取締役候補者としており
ます。

所有する当社株式数　－株
取締役会出席回数　　11／11回（100％）

（重要な兼職）
THE CREATIVE FUND投資事業有限責任事業組合
代表パートナー
一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 理事
NOT A HOTEL DAO株式会社 社外取締役
慶応義塾大学大学院経営管理研究科 訪問講師
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 ２
い

井
 

　
だ

田
 

　
あ き

章
 

　
ひ と

仁 （1964年10月９日生） 新任
　　

略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職）
    1987年    4 月 日本電信電話株式会社（現NTT株式

会社） 入社
    1988年    7 月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会

社（現株式会社NTTデータ）へ移行
    2002年    7 月 同ビジネス開発事業本部 部長
    2003年    6 月 同情報戦略部 部長
    2004年    5 月 同ITマネジメント室 部長
    2010年    7 月 同ビジネスソリューション事業本部 

企画部長
    2011年    4 月 同ビジネスソリューション事業本部 

プラットフォーム＆サービスBU ビジ
ネスユニット長

    2012年    7 月 同ビジネスソリューション事業本部 
クラウドコンピューティングBU ビジ
ネスユニット長

    2014年    4 月 同ビジネスソリューション事業本部 
クラウドコンピューティング事業部長

    2015年    7 月 同ビジネスソリューション事業本部 
デジタルビジネスソリューション事業
部長

    2016年    7 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
CCS（現株式会社NTTデータCCS）
出向 執行役員 経営企画本部 副本部長

    2016年    10月 同執行役員 経営企画本部長
    2017年    1 月 同取締役執行役員 経営企画本部長
    2020年    6 月 同取締役常務執行役員 経営企画本部

長
    2024年    6 月 株式会社クニエ（現フォーティエンス

コンサルティング株式会社）常務取締
役 経営管理本部長（現任）

フォーティエンスコンサルティング株式会社 常務
取締役 経営管理本部長

取締役候補者とした理由
井田氏は、クラウド、デジタルサービスなど、テクノ
ロジー領域の豊富な知見を有しています。また、
NTTデータのデジタルビジネス組織、NTTデータ
CCS、フォーティエンスコンサルティング等の複数
社における経営企画・事業戦略策定等の豊富な経験が
ございます。これらの経験及び実績を活かし、ガバナ
ンス強化等の観点より、企業価値向上に寄与すること
が期待できると判断し、監査等委員である取締役候補
者としております。

所有する当社株式数　－株
取締役会出席回数　　－回
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 ３
い け

池
 

　
だ

田
 

　
の り

記
 

　
こ

子 （1986年12月15日生） 新任
　

社外
　

独立
　　

略歴、当社における地位及び担当 社外取締役候補者とした理由及び期待される
役割の概要

    2012年    12月 弁護士登録
    2013年    1 月 TMI総合法律事務所 入所
    2023年    10月 三浦法律事務所 入所（カウンセル）
    2025年    1 月 三浦法律事務所パートナー（現任）

池田氏は弁護士として高度な専門知識・能力を持つと
ともに、数々の上場企業に対し、会社法、M&A、ベ
ンチャー投資、労働法等の幅広い分野において法的助
言を行ってきた豊富な経験を有しており、その知見・
能力と経験を活かし、当社の企業価値の向上及びコー
ポレートガバナンス強化に寄与していただけると判断
し、監査等委員である社外取締役候補者としておりま
す。同氏は会社経営に直接関与したことはありません
が、同氏の高度な専門性により、当社の監査を適切に
遂行できるものと判断しております。

所有する当社株式数　－株
取締役会出席回数　　－回

（重要な兼職）
三浦法律事務所パートナー
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監査等委員である取締役３名選任の件

注）
⒈　各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
⒉　小池藍氏及び池田記子氏は、社外取締役候補者であります。当社は、小池氏を東京証券取引所の定めに基

づく独立役員として届け出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合は、引き続き独立役員とする予定
です。また、池田氏が取締役に選任され就任した場合は、当社は同氏を同取引所の定めに基づく独立役員と
して届け出る予定です。

⒊　小池藍氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役ですが、その在任期間は本総会の終結時をもって９
か月です。

⒋　小池藍氏は、2025年９月２日より当社取締役に就任したことから、就任後に開催された取締役会の出席状
況を記載しております。

⒌　井田章仁氏は、略歴記載のとおり株式会社NTTデータ（当社親会社）において、過去10年間同社の業務執
行者として各役職を歴任しております。また、当社は同社との間に業務委託等の取引関係があります。

⒍　当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
保険会社との間で締結しております。当該保険契約の概要は、被保険者による職務執行に関して責任を負う
こと又は当該責任の追及に係る損害賠償請求に対し、被保険者及び会社が被る損害（会社訴訟、代表訴訟敗
訴時を含む）をてん補するものです。ただし、被保険者の故意や不法行為に起因する損害についてはてん補
されません。なお、当該保険契約に係る保険料の全額を当社が負担しております。各候補者が取締役に選任
され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また当該保険契約は次回更新時において同内容
での更新を予定しております。

⒎　当社は、小池藍氏との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任に関し、
同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同
氏が取締役に再任され就任した場合は、当社は、引き続き契約を継続する予定です。また、池田記子氏が取
締役に選任され就任した場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第
1項の賠償責任に関し、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする損害賠償責任を限定する
契約を締結する予定です。

⒏　小池藍氏の戸籍上の氏名は、淵藍(ふち あい)であります。
⒐　池田記子氏の戸籍上の氏名は、平野記子(ひらの のりこ)であります。
⒑　本議案においては、監査等委員会の同意を得ております。

以　上
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監査等委員である取締役３名選任の件

区分 氏名
企業経営

・
経営戦略

DX・
デジタルマー
ケティング

コンサル
ティング

事業
開発

人的資本
経営

財務
・

投資

ガバナンス・
コンプライ
アンス・

リスク管理

取締役

廣󠄁 中 　 龍 蔵 ● ● ● ●

龍 神 　 巧 ● ● ● ●

黒 川 　 大 輔 ● ● ● ●

唐 鎌 　 豊 ● ● ● ●

多 田 　 健 一 ● ● ●

宮元　万菜美 ● ● ● ●

取締役
監査等
委員

小 池 　 　 藍 ● ● ● ●

井 田 　 章 仁 ● ● ● ●

池 田 　 記 子 ● ●

（ご参考）スキルマトリックス
　第１号議案及び第２号議案が原案どおり可決されますと、取締役会の構成は以下のとおりとな
ります。

上記の一覧表は、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。
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当事業年度の事業の状況

( 2025年４月１日から2026年３月31日まで )
事　 業　 報　 告

⒈　会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況
①　事業の経過及び成果
　当事業年度における我が国経済は、緊迫する中東情勢や近隣諸国との外交関係を巡る地
政学リスクの高まり、金融資本市場の変動や物価上昇の継続が実体経済に及ぼす影響な
ど、依然として先行きを注視すべき状況が続いております。一方で、米国の通商政策の不
透明感は残るものの、生成AIの普及に伴うデータセンター新設等のAI関連投資が拡大した
ほか、大手企業を中心とした雇用・所得環境の改善が下支えする形となり、総じて堅調に
推移しました。このような環境下、当社が事業領域とするデジタルマーケティング分野に
おきましては、デジタル技術を用いて製品やサービス、ビジネスモデルを変革するデジタ
ル・トランスフォーメーション（以下、DX）に対する国内企業の投資意欲は底堅く、経
済産業省の「サービス産業動態統計調査」によると、2026年１月の情報サービス業の売
上高は、前年同月比9.1％増と堅調に推移しています。
　このような事業環境のもと、当社は、顧客企業や行政機関のDX推進を幅広く支援して
まいりました。特に、企業、団体のあるべきCX（カスタマーエクスペリエンス：顧客体
験価値）を実現するため、顧客企業がターゲットとする消費者の認知から購買、その後の
ロイヤルティ向上に至るまでの全プロセスを一気通貫で最適化するフルファネルマーケテ
ィング支援を強化し、マーケティング施策の最適化を通じて事業成果の最大化に取り組ん
でおります。
　当事業年度においては、既存サービスの拡充に加え、生成AIを提案活動に組み込むタス
クフォースを立ち上げ、顧客企業や行政機関の課題解決に向けた高付加価値サービスの展
開を推進いたしました。また、親会社である株式会社NTTデータとの協業強化やパートナ
ー企業との共創を通じて多様なニーズへの対応力を高めるとともに、生成AI活用による社
内の生産性向上を並行して進める方針に基づき、事業活動を展開してまいりました。
　こうした方針のもと、顧客企業に対する積極的な提案活動を実施した結果、重要施策と
して掲げていた重点顧客の創出が進捗し、既存顧客の深耕及び新規顧客の獲得が寄与した
ことで、受注、売上ともに前事業年度を上回りました。利益面につきましても、売上原価
率の改善や販売費及び一般管理費の抑制にも努めた結果、営業利益は前事業年度を大きく
上回る結果となりました。
　以上の結果、当事業年度の経営成績は、売上高3,672百万円（前事業年度比8.7％
増）、営業利益331百万円（前事業年度比301.6％増）、経常利益337百万円（前事業年

― 21 ―



2026/05/18 16:11:43 / 25300826_ネットイヤーグループ株式会社_招集通知_電子提供措置用

当事業年度の事業の状況

度比306.2％増）となりました。当期純利益は、中長期的な企業価値向上を目的とした財
務戦略検討費用として特別損失85百万円を計上、法人税、住民税及び事業税を91百万
円、法人税等調整額を△14百万円計上したことから173百万円（前事業年度は当期純損
失33百万円）となりました。

②　設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は１百万円であります。
その主なものは、社内利用システム、社内設備の取得によるものであります。

③　資金調達の状況
　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

区 分 第 24 期
(2023年３月期)

第 25 期
(2024年３月期)

第 26 期
(2025年３月期)

第 27 期
(当事業年度)

(2026年３月期)
売 上 高(千円) 3,919,472 3,630,562 3,377,900 3,672,504
当期純利益又は当期
純 損 失 （ △ ）(千円) 200,225 106,108 △33,753 173,861

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損 失 （ △ ）

(円) 28.61 15.16 △4.82 24.84

総 資 産(千円) 3,176,917 3,188,682 3,135,832 3,428,525
純 資 産(千円) 2,651,614 2,717,479 2,641,732 2,773,600
１株当たり純資産額 (円) 378.86 388.27 377.45 396.29

(2) 財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数に
より、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式数により算出しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況及び親会社との間の取引に関する事項

当社の親会社は株式会社NTTデータで、当社の議決権の48.5％（株式数3,395,701
株）を保有しております。また、株式会社NTTデータの親会社は株式会社NTTデータグ
ループであり、株式会社NTTデータグループの親会社はNTT株式会社であるため、株式
会社NTTデータグループ及びNTT株式会社も当社の議決権の48.5％（株式数3,395,701
株）を間接所有しており、当社の親会社であります。

当社は、株式会社NTTデータに対して、当社サービスを提供しております。当社と株式
会社NTTデータは、独立当事者間取引と同様の取引条件にて取引を行うことを約す契約を
締結しております。これらの取引については、市場価格、総原価等を勘案して当社希望価
格を提示し、協議により決定しており、当社取締役会においても同様の理由により当該取
引が当社の利益を害するものではないと判断しております。

当社は、自ら経営責任を負って独立した事業経営を行っておりますが、事業運営におけ
る重要な事項については、株式会社NTTデータとの協議、もしくは株式会社NTTデータ
に対する報告を行っております。ただし、日常の事業運営では、相互に自主・自律性を十
分に尊重しつつ綿密な連携を保ち、持続的な成長及び発展を図り、業績の向上に努めてい
ます。
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財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

②　重要な子会社の状況
　該当事項はありません。

③　特定完全子会社の状況
　該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題
当社は、長年培ってきたユーザーエクスペリエンスデザイン（顧客体験設計：UXD）と

デジタル技術のノウハウを活かし、持続的な成長を図ってまいりました。これらの蓄積に加
え、今後は、生成AI技術及びツールを積極的に取り込み、顧客企業のデジタル・トランスフ
ォーメーション（以下、DX）とデジタルマーケティングに関する支援を優先的に推進して
まいります。特に、企業、団体のあるべきCX（カスタマーエクスペリエンス：顧客体験価
値）を実現するため、顧客企業がターゲットとする消費者の認知から購買、その後のロイヤ
ルティ向上に至るまでの全プロセスを一気通貫で最適化するフルファネルマーケティング支
援を強化し、マーケティング施策の最適化を通じて事業成果の最大化に取り組んでおりま
す。実現に向けた注力すべき取組みとして、「人材の確保と育成」「サービス領域の拡大」
「生成AI技術の利活用」「NTTデータグループとの協業」「ブランディングの強化」の５
つを設定しています。

①　人材の確保と育成
　デジタル業界は人材の流動性が高く、DXに対する投資需要の拡大に伴いデジタル人材
の需要が急増していることから、優秀な人材の獲得競争は一段と激化しております。当社
の持続的な成長に向けて、人材の確保・育成は喫緊の課題であり、採用チャネルの多様化
を含めた採用活動の強化とともに、次世代のデジタル人材を育成する取組みを推進してお
ります。中長期的な視点で事業の主軸となる人材を定義し、戦略的に確保・育成するとと
もに、それらの人材のパフォーマンスを最大化させるための仕組みを整備してまいりま
す。

②　サービス領域の拡大
　当社は、持続的な事業成長に向け、強みであるオウンドメディアにおけるサービス提供
領域を拡大し、Webやアプリ等の様々なデバイスに対応し、デジタルとリアルを横断し
たマルチチャネル化を推進していく方針を掲げています。デジタルとリアルの境界を感じ
させない一貫したUXの実現に向けた取り組みを始めており、今後は生成AI技術の利活用
によって一段と加速させてまいります。あらゆる接点において顧客企業と消費者のエンゲ
ージメントを最適化し、データ利活用によるビジネス支援を強化することで、当社の提供
価値を高めるとともに、事業収益性の向上を図ってまいります。
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財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

③　生成AI技術の利活用
　社会環境、生活環境を大きく変化させつつある生成AI技術の当社サービスへの取り込み
を進めてまいります。ユーザー視点に立って、各種ツール・技術の活用提案から実装まで
を支援するとともに、サービスの設計・実装・運用の各工程においても、生成AI技術の導
入活用を推進し、社員がより創造的な業務に注力できる体制を構築いたします。これらの
実現にむけて、社内に推進部署を設置して高度な活用ノウハウの蓄積と普及を図るほか、
外部パートナーとの連携・共創を促進し、革新的なサービスの提供に努めてまいります。

④　NTTデータグループとの協業
　親会社である株式会社NTTデータとの資本業務提携以降、同社が持つ顧客基盤や技術力
を背景として、案件拡大や新規顧客開拓において成果を上げております。注力領域につい
ては引き続き同社と協議を重ね、より一層の連携強化を図ることで、NTTデータグループ
の顧客企業に対してUXを基軸としたサービス提供及び取引規模の拡大を推進してまいり
ます。また、生成AI技術に関して、一層の連携、協業を果たし、業界に先駆けたプロジェ
クト成果の創出に注力してまいります。

⑤　ブランディングの強化
　当社が、今後生成AI技術・ツールの利活用を一段と強化し、新たな事業基盤となるサー
ビスを展開していくにあたり、顧客をはじめとするステークホルダーからの認知をそれら
に適したものへと再定義すべく、外部広報活動を強化してまいります。UXと生成AIを融
合させた先駆的企業としてのブランドポジションを確立し、市場におけるプレゼンスを高
めることで、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。
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主要な事業内容、主要な営業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

事　業　内　容 サ ー ビ ス 内 容

Ｓ Ｉ Ｐ Ｓ 事 業 顧客企業に対して、インターネットを中核に据えた新規事業開発やマーケ
ティング戦略の提案・実践

(5) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）

当 社 本 社 東京都中央区

(6) 主要な営業所（2026年３月31日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
171名 14名減 39.9歳 7.9年

(7) 使用人の状況（2026年３月31日現在）

（注）　使用人数は就業員数であり、臨時従業員は、その総数が使用人数の100分の10未満であるため記載し
ておりません。

(8) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
該当事項はありません。

(9) その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

⑴　発行可能株式総数 25,000,000株
⑵　発行済株式の総数 6,999,000株（自己株式113株を含む）
⑶　株主数 2,877名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 式 会 社 N T T デ ー タ 3,395,701株 48.51％
石 　 黒 　 不 二 代 534,400株 7.63％
鈴 木 智 博 170,000株 2.42％
佐 々 木 　 裕 　 彦 144,000株 2.05％
内 田 善 久 132,400株 1.89％
株 式 会 社 S B I 証 券 121,999株 1.74％
伊 藤 僚 祐 121,000株 1.72％
船 山 益 宏 93,000株 1.32％
三 輪 勝 彦 57,800株 0.82％
楽 天 証 券 株 式 会 社 共 有 口 50,600株 0.72％

⒉　株式の状況（2026年３月31日現在）

⑷　大株主（上位10名）

（注）　持株比率は、自己株式（113株）を控除して計算しております。

⒊　新株予約権等の状況
⑴　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新
株予約権の状況
　該当事項はありません。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 CEO 廣󠄁　中　龍　蔵 甲南大学大学院社会学研究科 非常勤講師
エムケー精工株式会社 社外監査役

取締役副社長 中　澤　智　彦 なし

取締役 安　地　亮　一
株式会社NTTデータ 執行役員 インダストリ統括本部 本部長
株式会社JSOL 取締役
キリンビジネスシステム株式会社 取締役
株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム 取締役

取締役 德　永　裕　幸
株式会社NTTデータ システムインテグレーション事業本部 
ビジネスエンジニアリングサービス 事業部長
株式会社NTTデータNJK 取締役

取締役 小布施　秀　幸
株式会社NTTデータ 部門執行役員 システムインテグレーシ
ョン事業本部長
株式会社JSOL 取締役
株式会社NTTデータ・ビジネス・システムズ 取締役

取締役 渡　辺　今日子

knots associates株式会社 取締役 COO
有限会社ブリッジワーク 代表取締役
一般社団法人 Knot Alliance 監事
NPO法人Your School 理事
慶應義塾大学大学院政策メディア研究科 特任講師

取締役（監査等委員） 小　池　　　藍

THE CREATIVE FUND投資事業有限責任事業組合 代表パー
トナー
一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 理事
NOT A HOTEL DAO株式会社 社外取締役
慶応義塾大学大学院経営管理研究科 特任講師

取締役（監査等委員） 古　田　利　雄
弁護士法人クレア法律事務所 代表弁護士
株式会社キャンバス 社外取締役（監査等委員）
株式会社モダリス 社外取締役（監査等委員）

取締役（監査等委員） 河　西　謙　治 株式会社NTTデータ 法人事業推進部 シニア・スペシャリス
ト

⒋　会社役員の状況
⑴　取締役の状況（2026年３月31日現在）

（注）⒈　取締役（監査等委員）小池藍氏の戸籍上の氏名は、淵藍（ふち あい）であります。
⒉　取締役渡辺今日子氏並びに取締役（監査等委員）小池藍氏及び古田利雄氏は、社外取締役でありま
　　す。
⒊　取締役（監査等委員）小池藍氏及び古田利雄氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立

役員として指定し、同取引所に届け出ております。
⒋　当社は、法務部の従業員を監査等委員の補助使用人として指名し、監査等委員会がその監督を行うこ

とで、日常的なモニタリングを監査活動に活かした実効性の高い監査ができると判断しており、常勤
の監査等委員を設置しておりません。

⒌　当社は各社外取締役と、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任に関
し、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。

⒍　当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契
約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の概要は、被保険者による職務執行に関して
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区 分 支 給 人 員 支 給 額
名 千円

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ）
（う　ち　社　外　取　締　役）

８
（１）

46,093
（3,600）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（う　ち　社　外　取　締　役）

４
（３）

8,400
（8,400）

合 計
（う　ち　社　外　取　締　役）

12
（４）

54,493
（12,000）

責任を負うこと又は当該責任の追及に係る損害賠償請求に対し、被保険者及び会社が被る損害（会社
訴訟、代表訴訟敗訴時を含む）をてん補するものです。ただし、被保険者の故意や不法行為に起因す
る損害についてはてん補されません。なお、当該保険契約に係る保険料の全額を当社が負担しており
ます。

⒎　伊藤修平氏は、2025年５月24日に逝去により取締役（監査等委員）を退任いたしました。

⑵　当事業年度に係る会社役員の報酬等の額
①　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）⒈　取締役の報酬限度額は、2016年６月22日開催の第17回定時株主総会において、取締役（監査等委
員を除く）５名を対象に年額120百万円以内（うち、社外取締役１名を対象に12百万円）、取締役
（監査等委員）３名を対象に、年額36百万円以内と決議いただいております。

⒉　上表には2025年６月24日開催の第26回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委
員を除く）２名を含んでおります。

⒊　上記には2025年５月24日に逝去により退任した取締役（監査等委員）１名を含んでおります。
⒋　取締役（監査等委員を除く）８名のうち取締役（監査等委員を除く）５名は無報酬であり、取締役

（監査等委員）４名のうち取締役（監査等委員）1名は無報酬であります。
⒌　上記報酬額は、全額が定期同額給与であり、業績連動報酬、非金銭報酬は支払っておりません。

②　役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2021年２月24日付取締役会の決議により、役員報酬の算定方法について以
下のように定めております。また、取締役会は当年度に係る取締役の個人別報酬につい
て、その決定方法及び決定された報酬の内容が取締役会で決議された決定方針と整合し
ていることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。

ａ．個人別報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針及び取締役報酬を与える時期
又は条件の決定に関する方針

役職、職責、営業利益や当期純利益等の定量目標達成状況及び事業計画等の定性
目標達成状況等に基づき、年間に支払う額を定め、定期同額給与として支払う

ｂ．取締役報酬の決定を代表等に委任する場合についての事項
⒈ 地位及び担当

代表取締役社長
⒉ 権限の内容

株主総会で決議された総額の範囲内での定期同額給与としての個別報酬の決
定
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出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
渡 辺 今 日 子

当事業年度に開催された取締役会17回すべてに出席しました。経営やシステム
デザイン分野における高い見識と知見を活かし、取締役会の意思決定の妥当
性･適正性を確保するための助言･提言を行っております。

取締役（監査等委員）
伊 藤 修 平

当事業年度に開催された取締役会に２回出席しました。経営や会計分野におけ
る高い見識と知見を活かし、取締役会の意思決定の妥当性･適正性を確保する
ための助言･提言を行っておりました。また、当事業年度に開催された監査等
委員会に２回出席し、審議に必要な発言を行っておりました。

取締役（監査等委員）
小 池 藍

当事業年度に開催された取締役会に11回出席しました。多様な企業の成長支援
における豊富な経験に基づき、当社の経営戦略や組織運営に対し、有益な助
言・提言を行っております。また、当事業年度に開催された監査等委員会に７
回出席し、審議に必要な発言を行っております。

取締役（監査等委員）
古 田 利 雄

当事業年度に開催された取締役会17回すべてに出席しました。弁護士としての
専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性･適正性を確保するための助言･提
言を行っております。また、当事業年度に開催された監査等委員会12回すべて
に出席し、審議に必要な発言を行っております。

⒊ 委任された者が権限を適切に行使するようにするための措置がある場合はそ
の内容
報酬決定に先立ち、親会社及び監査等委員会と協議を行う

③　取締役の個人報酬の決定に係る委任に関する事項
　取締役会は、代表取締役社長CEO廣󠄁中龍蔵に対し、業務執行取締役の監督者とし
て、その役職、職責、営業利益や当期純利益等の定量目標達成状況及び事業計画等の定
性目標達成状況等に基づき、定期同額給与として支払う報酬額の決定を委任しておりま
す。委任をした理由は、当社全体の業績や計画等を勘案し各取締役の評価を行うには代
表取締役社長が適していると判断したからであります。また、取締役会は、当該事業年
度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報
酬等の内容が決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しており
ます。

⑶　社外役員に関する事項
①　重要な兼職の状況及び当社との関係

　「⑴　取締役の状況」に記載のとおりであります。なお、いずれの取締役について
も、兼職先である法人等と当社との間に特別な関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

（注）⒈　伊藤修平氏は、2025年５月24日に逝去により取締役（監査等委員）を退任されましたので、在任時
に開催された取締役会及び監査等委員会の出席状況を記載しております。

⒉　小池藍氏は、2025年９月２日より当社取締役（監査等委員）に就任したことから、就任後に開催さ
　　れた取締役会及び監査等委員会の出席状況を記載しております。
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支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 27,000千円

⒌　会計監査人の状況
⑴　名称　　　有限責任 あずさ監査法人

⑵　報酬等の額

（注）⒈　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

⒉　当社監査等委員会は、過年度の監査計画と実績の分析・評価を行い、社内関係部署や会計監査人から
の報告も受けた上で、今年度の監査計画における監査内容・時間・配員計画を確認し、監査報酬の推
移を確認し、報酬額の見積りの相当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき同意を行いまし
た。

⑶　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断
した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決
定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認
められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いた
します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主
総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑷　責任限定契約の内容の概要
　当社は、会計監査人との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
　なお、2026年３月31日現在、会計監査人との間で当該契約は締結しておりません。
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⒍　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」について、次のよう
に決議しております。
①　取締役、執行役員、Vice President及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制
ａ．当社は、「ネットイヤーグループ倫理規程」を定め、役員及び従業員の一人一人が、

当社の経営管理の基本原理を理解し、適法かつ倫理的な判断を下すことができるよう
に、その周知徹底を行う。

ｂ．取締役会は、定期的に開催され、当社の経営に関する重要事項の決定及び業務執行に
携わる執行役員並びにVice Presidentの監督を「取締役会規程」に則って行う。

ｃ．監査等委員会は、監査等委員会で定められた監査方針と監査計画に基づき、取締役、
執行役員、Vice President及び従業員の職務の執行に係る監査を「監査等委員会規
程」に則って行い、その結果を取締役会に報告する。

ｄ．経営会議は、当社の業務執行に関する事項及び取締役会から委嘱された事項について
審議及び決定を「経営会議規程」に則って行い、代表取締役に対して、助言・提言を
行う。

ｅ．特別委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役会における監督機能の強化を行う
とともに、少数株主の利益の保護に努める。

ｆ．社外取締役は、取締役会の監督機能の強化を行うとともに少数株主の利益の保護に努
める。

ｇ．内部監査部門は、業務執行部門から独立した代表取締役社長直属の機関として設置さ
れる。また、内部監査部門は、取締役会、監査等委員会及び経営会議に陪席する権利
を有し、必要に応じて自ら又は使用人を通じて情報収集を行うとともに、「内部監査
規程」に則って内部監査を行い、その結果を取締役会及び監査等委員会に直接報告す
ることにより、デュアル・レポーティングラインを構築する。

ｈ．当社は、社内及び社外の通報窓口を設置することにより、内部通報に係る体制を整備
し、不正行為に関する通報又は相談の適正な処理の仕組みを「内部通報規程」として
定める。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ａ．当社は、「情報セキュリティ規程」を定めることにより、情報セキュリティに関する

責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持及び向上のための施策を継続的に実施
する情報セキュリティ・マネジメント・システムを確立する。

ｂ．当社は、「情報管理規程」を定めることにより、株主総会、取締役会及び経営会議に
関する議事録その他の業務執行に係る文書の保存期限、所管部門及び管理方法を適切
に管理する。
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③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ．自然災害や企業不祥事等、会社、従業員、社会に影響を及ぼす問題の発生に備え、

「危機管理規程」を定め、当社において発生する危機に、迅速かつ的確に対処するた
めの危機管理体制及び対処方法を定める。

ｂ．経営会議は、事業執行における個別リスクの洗い出しとその評価、対応すべき優先
度、リスク管理の方法等を定めるとともに、定期的なモニタリングとリスク顕在化時
点における対応策を講じ、経営会議においてその内容及び対処について協議するとと
もに、取締役会にその報告を行う。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ．取締役会は、中期経営計画を定めるとともに、経営資源を効率的に配分の上、年度計

画及び目標を策定する。
ｂ．経営会議は、取締役会によって定められた計画及び目標を達成するために、具体的施

策を策定の上実施し、取締役会に報告を行う。
ｃ．取締役会は、計画及び目標達成状況の監督を定期的に行い、必要に応じて目標及び計

画の修正を行う。
⑤　当社並びに当社の親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ａ．当社は、親会社である株式会社NTTデータとの関係において、相互の自主性及び自律
性を十分に尊重しつつ連携を図るとともに、同社グループ間の取引等については、法
令及び社内規程に従い適切に行うことを基本方針とする。

ｂ．当社は、「ネットイヤーグループ倫理規程」を適用し、当社の法令遵守及び業務の適
正を確保する。

ｃ．経営会議は、当社の業務の執行状況、損失の危険、職務執行の効率性及び職務執行の
適法性等の監視、監督を行うとともに、当社取締役会にその状況について定期的に報
告を行う。

ｄ．当社は、当社の内部監査部門による内部監査を行い、取引の適正性の確保に努める。
ｅ．特別委員会は、親会社である株式会社NTTデータ及びそのグループ会社との取引にお

いて、定期的に審議を行い、取引の適正性の確保に努める。
⑥　監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該従業員

に関する事項及び、その使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
ａ．監査等委員会が必要と認めた場合又は常勤の監査等委員を設置しない場合は、従業員

を監査等委員の補助にあたらせる。
ｂ．監査等委員会補助使用人を設置した場合、当社は、使用人の業務執行者からの独立性

の確保に留意するとともに関係者に周知する。
ｃ．監査等委員会補助使用人の人事評価については、監査等委員会委員長の同意を要する

ものとする。
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ｄ．監査等委員会補助使用人は、監査等委員の職務を補助するに際して、もっぱら監査等
委員の指揮命令に従うものとする。

⑦　監査等委員でない取締役及び従業員が監査等委員に報告するための体制その他の監査等
委員への報告に関する体制
ａ．監査等委員会が選定する監査等委員又は監査等委員会が指名する監査等委員会補助使

用人が、経営会議をはじめとする当社の重要会議に出席し、業務の執行状況、損失の
危険、職務執行の効率性及び職務執行の適法性について把握するとともに、その内容
を監査等委員会に報告する。

ｂ．「内部通報規程」を定めることにより、不正行為に関する通報を受け付ける窓口を設
置し、当該窓口は通報された内容を監査等委員会に報告する。また、内部通報者が通
報又は相談したことを理由として、当社が内部通報者に対して不利益な取り扱いを行
うことを一切禁止する。

ｃ．代表取締役社長、執行役員及びVice Presidentは、定期的又は求めに応じて、担当
する業務のリスクについて監査等委員会に対して報告する。

⑧　その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ．代表取締役社長は、監査等委員会及び会計監査人と定期的な意見交換会を実施し、ま

た、監査等委員会が会計監査人及び内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通及
び効果的な監査業務を遂行できるような環境を整備する。

ｂ．監査等委員会は、監査費用の支出にあたっては、その効率性及び適正性に留意した上
で、職務執行上必要と認める費用について当社に対して予算を提出し、原則として予
算の範囲において費用を支出することができる。ただし、緊急を要する費用について
はこの限りではなく、事後的に当社に償還を請求することができ、当社は、当該請求
にかかわる費用が監査等委員会の職務執行に必要ではないことを証明した場合を除
き、これを拒まないものとする。

ｃ．監査等委員会補助使用人が監査等委員を補助することを目的として支出する費用につ
いては、前項の定めを準用する。

⑨　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
ａ．「ネットイヤーグループ倫理規程」において、当社役員及び従業員は、反社会的勢力

及び団体とは一切の関係をもたず、また、関係の遮断のための取り組みを進めていく
旨を規定し、反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し組織的に
対応する。

ｂ．反社会的勢力対応マニュアルを定め、反社会的勢力の排除を徹底する。
⑩　財務報告の適正性を確保するための体制

財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部
統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性の評価、報告する体制を整
備し運用する。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑵業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当社は、(1)に掲げた内部統制システムの整備をしておりますが、その基本方針に基づ
き、以下の取り組みを行っております。
①　取締役の職務執行

　取締役会規程に基づき取締役会を定期的に開催し、当社の法令等に定められた事項や経
営方針・予算の策定・業務執行状況の報告等、経営に関する重要事項を決定しておりま
す。当事業年度においては取締役会を17回開催し、各議案についての審議、業務執行の
状況等の監督を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保
されております。

②　監査等委員の職務執行
　監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき、補助使用人及び内部監
査部門と連携の上、経営会議をはじめとする重要な会議等における意思決定の過程及び内
容、業務執行に関する重要な書類等、取締役、執行役員及びVice Presidentの職務執行
の状況並びに会社の業務及び財産の状況を監査しております。なお、監査等委員会を当事
業年度においては12回開催し、必要に応じて代表取締役と意見交換を実施しておりま
す。また会計監査人と定期的に面談し、監査結果の報告を受け、経営上の重要事項につい
て定期的に情報交換等を行っており、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの整備
並びに運用状況を確認しております。

③　執行役員、Vice Presidentによる職務執行及び経営会議の開催
　原則として週１回、業務執行取締役、執行役員及びVice Presidentによる経営会議を
開催し、取締役会から委嘱を受けた事項の決議及びその他の業務執行に関わる事項につい
ての報告、協議及び決議を行っております。経営会議において報告、協議及び決議した事
項については、取締役会に報告し、必要に応じて執行役員又はVice Presidentが取締役
会に出席、報告を行っております。

④　役職員の教育
　コンプライアンスを徹底するために、従業員に対して当社の入社時において研修の機会
を設け、ネットイヤーグループ倫理規程、インサイダー取引の防止、情報セキュリティに
関する教育を定期的に実施しております。

⑤　反社会的勢力の排除について
　当社は公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に入会しており、定時連絡会に
参加する等、関係機関とも連携の上、情報収集を行い、反社会的勢力を排除する取り組み
を継続的に実施しております。

⑥　財務報告の信頼性を確保するための体制
　財務報告に係る内部統制の評価については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に
鑑みて策定した監査実施計画書に基づいて毎期の決算時に行っており、内部統制部門が業
務プロセスの実施者と一緒にリスクや対応の見直しを行い、内部統制システムの質的向上
を図っております。
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剰余金の配当等の決定に関する方針

⒎　剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、継続的な企業価値の向上と安定的な利益還元を重要課題と認識しており、配当政策に
つきましては、経営体質の強化や収益の拡大に向けた事業投資や人材開発等に必要な内部留保を
確保しつつ、当期純利益に対する配当性向20%程度を目安として配当額を決定することを基本
方針としております。
　当事業年度の期末配当金につきましては、上記の基本方針及び業績等の勘案に加え、東京証券
取引所グロース市場からスタンダード市場へ市場区分が変更されたことを記念し、１株当たり普
通配当6.00円、記念配当1.00円の合計7.00円とさせていただきます。
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貸借対照表

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

契 約 資 産

仕 掛 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

敷 金 ・ 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他　

3,328,952

2,247,860

982,883

36,033

7,562

685

52,428

1,499

99,573

7,214

148

7,065

5,031

4,345

686

87,327

46,432

40,894

0　

流 動 負 債 649,792
買 掛 金 318,544
未 払 金 81,999
未 払 費 用 28,449
未 払 法 人 税 等 93,641
未 払 消 費 税 等 50,124
契 約 負 債 2,582
預 り 金 10,277
賞 与 引 当 金 64,173

固 定 負 債 5,132
そ の 他 5,132

負 債 合 計 654,925
純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,773,600
資 本 金 570,966
資 本 剰 余 金 651,875
資 本 準 備 金 606,391
そ の 他 資 本 剰 余 金 45,483

利 益 剰 余 金 1,550,837
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,550,837
繰 越 利 益 剰 余 金 1,550,837

自 己 株 式 △78
純 資 産 合 計 2,773,600

資 産 合 計 3,428,525 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,428,525

貸　借　対　照　表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

( 2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで )

科 目 金 額

売 上 高 3,672,504

売 上 原 価 2,784,499

売 上 総 利 益 888,004

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 556,188

営 業 利 益 331,816

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,701

未 払 配 当 金 除 斥 益 117

そ の 他 1,624 6,443

営 業 外 費 用

支 払 手 数 料 623

為 替 差 損 94

そ の 他 51 768

経 常 利 益 337,491

特 別 損 失

臨 時 損 失 85,753 85,753

税 引 前 当 期 純 利 益 251,737

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 91,883

法 人 税 等 調 整 額 △14,007 77,875

当 期 純 利 益 173,861

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで )

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越

利益剰余金
当 期 首 残 高 570,966 606,391 45,483 651,875 1,418,968 1,418,968 △78 2,641,732 2,641,732

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △41,993 △41,993 △41,993 △41,993

当 期 純 利 益 173,861 173,861 173,861 173,861

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 131,868 131,868 － 131,868 131,868

当 期 末 残 高 570,966 606,391 45,483 651,875 1,550,837 1,550,837 △78 2,773,600 2,773,600

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

個別注記表
⒈　重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法

イ　仕掛品 個別法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法
により算定）

ロ　貯蔵品 最終仕入原価法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法
により算定）

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産 定率法によっております。

（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は
除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については定額法）
（主な耐用年数）

建物 ８～18年
器具及び備品 ４～10年

②　無形固定資産 定額法によっております。
（主な耐用年数）

自社利用のソフトウエア ５年
⑶　引当金の計上基準

①　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上することとしております。

②　賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えて、賞与支払見込額の当事業年度負担額
を計上しております。

⑷　収益及び費用の計上基準
　当社は、ユーザー体験設計とデジタルマーケティングの手法で、Webサイトやアプリケーション、メ
ッセージング等を通して顧客接点を改善することを目的としたシステムの企画・設計・開発といった一
連のサービス、またそれらサービスに付随するコンサルティング等支援サービスや運用・保守サービ
ス、ソフトウエアのライセンス販売、デジタル広告販売等を提供しております。
　本人・代理人取引については、財又はサービスの収益を認識するにあたり、当該財又はサービスを顧
客に提供する前に支配していると判定されれば本人取引、判定されなければ代理人取引として収益を認
識しております。顧客に提供する前に支配しているか否かの判定は、財又はサービスの提供に対して主
たる責任を有していること、当該財又はサービスが顧客に提供される前に在庫リスクを有していること
及び当該財又はサービスの価格設定において裁量権を有していること等の指標を考慮しております。代
理人取引と判定した取引については、当該販売にかかる手数料相当部分を収益として認識しておりま
す。
　また、一時点に収益を認識する取引の対価は、サービスの提供後、概ね１か月以内に受領しており、
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個別注記表

一定期間にわたって収益を認識する取引の対価は、契約条件に従い、概ね履行義務の進捗に応じて段階
的に受領しております。

①デジタル支援サービス
　システムの構築やWebサイトの制作、及びそれらに付随するサービスであり、システムの構築や
Webサイトの制作については、顧客との契約に基づき、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しております。
　履行義務の充足に係る進捗度の測定は、契約ごとに、各報告期間の期末日までに発生した原価が、見
積り総原価に占める割合に基づいて行っております。進捗度を合理的に見積もることができない契約に
ついては、発生した原価のうち回収することが見込まれる部分と同額を収益として認識しております。
なお、プロジェクト期間がごく短い場合は、一時点で収益を認識しております。
　損失の発生が予測される場合の損失引当金は、損失の発生が明らかになった日の属する事業年度にお
いて行っています。
　コンサルティングや運用・保守等の付随サービスについては、契約で定められた期間にわたり、顧客
に役務を提供する義務を負っており、当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、当該契約期間
に応じて均等に、もしくはサービスの実績に応じて、契約に定められた金額に基づき収益を認識してい
ます。
②ソフトウエアのライセンス販売
　契約期間において、他社が提供するソフトウエア等にアクセスする権利を付与するサービスであり、
履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり均等に収益を認識しております。当該サービスは代理
人取引に該当し、当該販売にかかる手数料相当部分を収益として認識しております。
③デジタル広告販売
　契約期間において、インターネット上のメディアにデジタル広告を連続的に出稿するサービスであ
り、当該履行義務は掲載開始から掲載終了までの一定の期間において充足されるため、当該契約期間に
おけるサービスの実績に応じて、契約に定められた金額に基づき収益を認識しています。当該サービス
は代理人取引に該当し、当該販売にかかる手数料相当部分を収益として認識しております。

⑸　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し換算差額は損益として処理しておりま
す。
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個別注記表

報告セグメント 顧　客　区　分 売上高（千円） 構成比（％）

SIPS事業

NTTグループ 700,955 19.1

NTTグループ
以外

小売・飲食店 1,226,001 33.4

サービス 633,945 17.3

その他 1,111,601 30.2

顧客との契約から生じる収益 3,672,504 100.0

その他の収益 ― ―

外部顧客への売上高 3,672,504 100.0

⒉　収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　１．重要な会計方針に係る事項に関する注記「⑷ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであり
ます。

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
　当社は、当初に予定される顧客との契約期間が１年以内であるため、残存履行義務に配分した取引
価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。

― 42 ―



2026/05/18 16:11:43 / 25300826_ネットイヤーグループ株式会社_招集通知_電子提供措置用

個別注記表

（単位：千円）
当事業年度

繰延税金資産 40,894

⑴　有形固定資産の減価償却累計額 9,163千円

①　短期金銭債権 134,844千円
②　短期金銭債務 4,267千円

売上高 506,654千円
売上原価・販売費及び一般管理費 2,474千円

⒊　会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、繰延税金資産の認識にあたり、将来課税所得を減額できる可能性が高いと見込まれる将来減

算一時差異について繰延税金資産を計上しております。2027年３月期の経済見通しにつきましては、
緊迫する中東情勢や近隣諸国との外交関係を巡る地政学リスクの高まり、金融資本市場の変動や物価上
昇の継続が実体経済に及ぼす影響など、依然として先行きを注視すべき状況が続いております。一方
で、米国の通商政策の不透明感は残るものの、生成AIの普及に伴うAI関連投資の拡大、大手企業を中心
とした雇用・所得環境の改善を背景に拡大基調が続くと見込まれます。こうした事業環境のもと、DX
推進に対する企業の投資意欲は底堅く、当社の事業領域におけるニーズも引き続き堅調に推移すると期
待されます。一方で、繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りに関しましては、業界動向
等を踏まえて慎重に検討した結果、これら外部環境の好転が当社の受注に及ぼす影響は限定的なものと
考えております。なお、上記仮定に変化が生じた場合には、翌事業年度において、繰延税金資産の取り
崩しが必要となる可能性があります。

⒋　貸借対照表に関する注記

⑵　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

⒌　損益計算書に関する注記
⑴　関係会社との取引高

営業取引による取引高

⑵　臨時損失
中長期的な企業価値向上を目的とした財務戦略の検討に関連して、アドバイザリー費用85,753千円が一

時的に発生いたしました。
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個別注記表

普通株式 6,999,000株

普通株式 113株

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額 １ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5 年 ５ 月 1 5 日
取 締 役 会 普通株式 41,993千円 6.00円 2025年３月31日 2025年６月25日

決 議 予 定 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 配 当 金 の
総 額

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年５月15日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 48,992千円 7.00円 2026年３月31日 2026年６月24日

繰延税金資産 （千円）
賞与引当金 20,227
未払費用 8,967
敷金償却費 8,315
未払事業税 7,030
減価償却費 4,727
未払事業所税 1,219
一括償却資産 43
投資有価証券評価損 28,368

繰延税金資産小計 78,899
評価性引当額 △38,004

繰延税金資産合計 40,894
繰延税金資産の純額 40,894

⒍　株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵　当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

⒎　税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
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個別注記表

⒏　金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、事業投資機会までの待機資金として、安全性を優先に流動性を確保し

ながら機会損失を軽減することを目的に、主に短期的な預金で運用しております。資金調達について
は、必要時には様々な調達手段の中から事業環境や市場環境に応じた最適な手段を選択することとして
おります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１ヵ月程度の支払期日であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の
信用状況を１年ごとに把握する体制としています。
市場価格の変動リスクの管理

当社は、資金運用管理規程に従い、定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。
④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

該当事項はありません。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額

に近似するものであることから、記載を省略しております。

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
該当事項はありません。
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個別注記表

種　類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

親会社 株 式 会 社NTTデ
ータ

被所有
直接  48.5％

サ ー ビ ス
の提供

サ ー ビ ス の
提供
（注）

489,123 売掛金 121,642

種　類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

親会社の
子会社 株式会社JSOL なし サ ー ビ ス

の提供
サ ー ビ ス の
提供
（注）

51,721 売掛金 36,339

種　類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有している
会社（当該会
社の子会社を

含む）

株式会社ドッツ
（注）１ なし サ ー ビ ス

の仕入
サ ー ビ ス の
仕入
（注）２

24,500 買掛金 1,430

⑴　１株当たり純資産額 396円29銭
⑵　１株当たり当期純利益 24円84銭

⒐　関連当事者との取引に関する注記
⑴　親会社及び法人主要株主等

（単位：千円）

（注）サービスの提供については、市場の実勢価格等を勘案し、価格交渉の上、決定しております。

⑵　兄弟会社等
（単位：千円）

（注）サービスの提供については、市場の実勢価格等を勘案し、価格交渉の上、決定しております。

⑶　役員及び個人主要株主等
（単位：千円）

（注）１．当社代表取締役社長廣中龍蔵が議決権の100.0％を直接保有しておりましたが、2026年３月31日付
で「株式譲渡契約書」を締結しており、現在保有しておりません。

２．サービスの仕入については、市場の実勢価格等を勘案し、価格交渉の上、決定しております。

⒑　１株当たり情報に関する注記

⒒　重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 山 田 大 介
指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 谷 川 陽 子

2026年５月15日
ネットイヤーグループ株式会社

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人
　　　東　京　事　務　所

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ネットイヤーグループ株式会社の2025年
４月１日から2026年３月31日までの第27期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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個別会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに
計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2025年４月1日から2026年３月31日までの第27期事業年度における取締役の職務
の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。
⒈　監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の
内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明すると
ともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、補助使用人及び内部監査部門と連携の上、重要
な会議等における意思決定の過程及び内容、業務執行に関する重要な書類等の内容、取締役の職務執行の
状況、並びに会社の業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及びその理
由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる
事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

⒉　監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないよ
うに留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由
について、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

監 査 等 委 員 小 池 　 藍
監 査 等 委 員 古 田 利 雄
監 査 等 委 員 河 西 謙 治

2026年５月15日
ネットイヤーグループ株式会社　監査等委員会

（注）　監査等委員小池藍及び古田利雄は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締
役であります。また、本報告書は、作成後に会社法施行規則第225条第２項に定められる電子署名
の方法により署名されたものであり、電磁的記録を原本としています。

監査等委員会の監査報告

以　上
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地図

スマートフォンから右記のQRコードを使って、当社地図に
アクセスすることができます。
　

東銀座駅 地下鉄（日比谷線・浅草線） 徒歩５分
銀座駅 地下鉄（日比谷線・丸ノ内線・銀座線） 徒歩９分

新富町駅 地下鉄（有楽町線） 徒歩２分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図
2026年６月23日（火曜日）午前10時 (受付開始 午前９時30分)
東京都中央区銀座二丁目15番２号 KR GinzaⅡ 当社地下１階セミナールーム
電話　03-6369-0500
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※QRコードは株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。


